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地域生活支援事業 サービス単価表 

サービス提供に要する費用です。皆様には、ご利用時間に応じて下記の表の

１割をお支払いただきます。利用者負担限度額は介護給付と合算します。 

 

✿幸田町移動支援事業利用単価表 

 

 

✿幸田町日中一時支援事業利用単価（単価区分は受給者証でご確認ください。） 

単価区分 ４時間未満ご利用 
４時間以上 

８時間未満ご利用 
８時間以上ご利用 

区分Ｃ 

区分Ｂ 
１，５６０円 ３，１２０円 ４，６８０円 

区分Ａ １，８９０円 ３，７８０円 ５，６７０円 

重心 ６，０００円 １２，０００円 １８，０００円 

遷延 ３，５００円 ７，０００円 １０，５００円 

低所得者 

食事提供加算 
４２０円 ４２０円 ４２０円 

 

 
 

              
 

利用時間（時間） 単価（身体介護有） 単価（身体介護無）

３０分未満 ２，３００円 ８００円 

３０分以上１時間未満 ４，０００円 １，５００円 

１時間以上１時間３０分未満 ５，８００円 ２，２５０円 

１時間３０分以上２時間未満 ６，５５０円 ２，９５０円 

２時間以上２時間３０分未満 ７，３００円 ３，６５０円 

２時間３０分以上３時間未満 ８，０５０円 ４，３５０円 

以降３０分毎 ７００円 ７００円 
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地域生活支援事業によるサービス 

 

聴覚・言語障害等で意思疎通を図ることが困難な方に、手話通訳者や要約筆

記奉仕員等を派遣し意思疎通の支援をします。 

 

 

★ 対象者      幸田町に在住する聴覚障害者・言語障害者等 

 

 

★ 派遣対象の内容  ・公共機関等の相談手続きに関するもの 

           ・医療機関等の相談手続きに関するもの 

           ・事業所等、職業に関するもの 

           ・学校等、教育に関するもの      等 

 

 

★ 利用者負担    無料 

 

 

★ 手続き場所    幸田町役場 福祉課 ５番窓口 

 

 

★ 持ち物      申請書、印鑑（認印可） 

 

 

★ その他      奉仕員等の派遣を受ける日の７日前までに申込んで 

ください。 
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地域生活支援事業によるサービス 

 

在宅の重度障害者・児又は知的障害者･児が自力での日常生活を送ることがで

きるよう、日常生活用具の給付または貸与をします。 

 

★ 手続き場所  幸田町役場 福祉課 ５番窓口 

 

★ 持ち物    印鑑(認印可)、申請書、見積書、身体障害者手帳 

希望する給付品目のカタログ（写し可） 

必要に応じて医師の意見書 

 

★ 利用者負担  希望する日常生活用具の基準額の１割をお支払いいただき

ます。また、基準額を超えた額についても利用者負担とな

ります。 

 

★ 給付品目および対象者 

種目 対象者 （児童は１８歳未満） 

聴覚障害者用ポータブルレコーダー ・視覚障害２級以上 

（学齢児以上の方） 

点字タイプライター ・視覚障害２級以上 

（就労・就学している方） 

盲人用時計 ・視覚障害２級以上の大人の方 

盲人用体温計（音声式） ・視覚障害２級以上 

（学齢児以上の方） 

視覚障害者のみの世帯、これに準ずる世帯の方

盲人用体重計 ・視覚障害２級以上の大人の方 

視覚障害者のみの世帯、これに準ずる世帯の方

点字図書 ・視覚障害の者・児 

視覚障害者用拡大読書器 ・視覚障害の方（学齢児以上） 

電磁調理器 ・視覚障害２級以上で視覚障害者のみの世帯、 

これに準ずる世帯の方 

・知的障害Ａ判定（１８歳以上の方） 

歩行時間延長信号機用小型送信機 ・視覚障害２級以上（学齢児以上） 
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点字ディスプレイ ・視覚障害２級および聴覚障害２級以上を併せて

もつ方 

視覚障害者用活字文書読上げ装置 ・視覚障害２級以上（学齢児以上） 

聴覚障害者用屋内信号装置 ・聴覚障害２級以上 

聴覚障害者のみの世帯、これに準ずる世帯 

聴覚障害者用通信装置 ・視覚障害者（学齢児以上の方） 

聴覚障害者用情報受信装置 ・聴覚障害者、児の方 

便器 ・下肢または体幹障害２級以上（学齢児以上） 

特殊便器 ・上肢障害２級以上 

・知的障害者、児童相談所等で知的障害を認め 

られた児童（学齢児以上） 

特殊尿器 ・下肢または体幹障害１級で常時介護を必要 

とする方（学齢児以上） 

Ｔ字状・棒状のつえ ・平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害の方 

（３歳以上） 

頭部保護帽 ・平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害 

・てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的 

 障害児者および精神障害者 

ストマ用装具 ・直腸機能障害の方 

紙おむつ ・ストマ用装具を装着できない者 

・二分脊椎等先天性疾患（先天性鎖肛を除く）に起因

する神経障害による高度の排尿および排便機能障

害の者 

・先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の 

排便機能障害の者 

・脳性麻痺等脳原性運動機能障害等（脳性麻痺、低酸

素性脳障害、頭蓋内出血、髄膜炎、脳炎、頭部外傷、

低血糖症、核黄疸）等の疾病が６歳未満に発生し、

言語に限らずあらゆる方法によっても排尿および排

便の意思表示が困難で３歳以上の者 

収尿器 ・高度の排尿機能障害の方 

特殊マット ・下肢または体幹障害１級以上 

・知的障害者、児Ａ判定 

（３歳以上） 

特殊寝台 ・下肢または体幹障害２級以上の大人の方 
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訓練用ベッド ・下肢または体幹障害２級以上の児童 

（学齢児以上） 

体位変換器 ・下肢または体幹障害２級以上（学齢児以上） 

訓練いす ・下肢または体幹障害２級以上の児童 

（３歳以上） 

入浴担架 ・下肢または体幹障害２級以上（３歳以上） 

入浴補助用具 ・下肢または体幹障害の方（３歳以上） 

歩行支援用具 ・平衡機能、下肢または体幹障害で 

家庭内の移動に常時、介護の必要な方 

（３歳以上） 

移動用リフト ･下肢または体幹障害２級以上（３歳以上） 

居宅生活動作補助用具 ・下肢、体幹障害３級以上 

・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動 

機能障害３級以上（学齢児以上） 

携帯用会話補助装置 ・音声・言語機能障害または肢体不自由の方 

（学齢児以上） 

透析液加温器 ・じん臓機能障害３級以上の方（３歳以上） 

人工喉頭 ・喉頭摘出者 

酸素ボンベ運搬車 ・医療保険における在宅酸素療法を行う 

大人の方 

ネブライザー ・呼吸機能障害３級以上 

・呼吸機能障害３級以上と同程度の方 

（学齢児以上） 

電気式たん吸引器 ・呼吸機能障害３級以上 

・呼吸機能障害３級以上と同程度の方 

（学齢児以上） 

火災警報機 ・障害等級２級以上で火災発生の感知及び 

避難が困難な障害者のみの世帯 

自動消火器 ・障害等級２級以上で火災発生の感知及び 

避難が困難な障害者のみの世帯 
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地域生活支援事業によるサービス 

 
屋外での移動が困難な方に、ホームヘルパー等が伴い外出の支援をします。 

 

 

★ 対象者    屋外での移動に困難を生じる以下の障害をお持ちの方 

         ・視覚障害者 

         ・全身性障害者 

         ・知的障害者 

         ・発達障害者 

         ・精神障害者 

         ※障害者自立支援法による自立支援給付のうち、「行動援護、 

重度訪問介護、重度障害者等包括支援」の対象者の方は除く。 

 

 

★ サービス内容   以下の用件について、外出の支援をします。 

・社会生活上必要不可欠な外出 

・余暇活動等の社会参加のための外出 

※通勤、経済活動による外出や、長期にわたる外出、また社 

会通念上適当でない外出は除く。 

 

 

★ 利用者負担  サービス利用にかかる費用の１割 

           １７ページをご覧ください。 

 

 

★ 手続き場所   幸田町役場 福祉課 ５番窓口 

 

 

★ 持ち物     お持ちの障害者手帳 

          印鑑（認印可） 

         （月額負担上限額を算定するにあたり、その他必要書類を提出 

していただくことがあります。） 
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地域生活支援事業によるサービス 

 
 障害者の方の日中活動の場を確保し、障害者の方とその家族を支援します。 

（日帰りのショートステイ） 

 

 

★ 対象者   幸田町に在住の障害者の方 

 

 

★ サービス内容  短期入所事業所等において障害者の方に活動の場を提供し、 

見守り等を行います。 

 

 

★ 支給量   ７日／月 

（障害者の方やご家族の状況等を伺い、最大１４日／月まで 

支給することができます。） 

 

 

★ 利用者負担  サービス利用にかかる費用の１割 

           １７ページをご覧ください。 

 

 

★ 手続き場所   幸田町役場 福祉課 ５番窓口 

 

 

★ 持ち物     お持ちの障害者手帳 

          印鑑（認印可） 

         （月額負担上限額を算定するにあたり、その他必要書類を提出 

していただくことがあります。） 
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地域生活支援事業によるサービス 

 
自ら入浴することが難しい障害者の方に、移動入浴車を派遣し入浴をしてい

ただくサービスです。 

 

★ 対象者 （次の全ての要件を満たす方） 

・ 町内に在住 

・ 身体障害者手帳１～２級の方 

・ 入浴が困難で常時、臥床状態の方 

 

★ 利用回数    移動入浴車の派遣対象者または、介護者の希望に応じ  

４回／月を限度とします。 

 

★ 利用者負担   無料 

 

★ 手続き場所   幸田町役場 福祉課 ５番窓口 

 

★ 持ち物     申請書、念書、診断書、印鑑（認印可）、身体障害者手帳 

 

★ その他     以下の日は移動入浴車を派遣できません。 

土曜日、日曜日、祝日および 

１２月２８日～翌年１月４日まで 
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地域生活支援事業によるサービス 

 
障害者の方が、自ら運転し通勤・通学・通院等をするための自動車を改造す

る費用を助成します。 

 

★ 対象者 （次の全ての要件を満たす方） 

・ 町内に在住 

・ 身体障害者手帳を有する方 

・ 自動車の駆動装置や操行装置を改造することによって、障害者の方が自

ら運転することができる方 

・ 改造した自動車を通勤・通学・通院等に利用する方 

 

★ 助成額     改造に要する費用（１０万円を上限とします。） 

 

★ 手続き場所   幸田町役場 福祉課 ５番窓口 

 

★ 持ち物     申請書 

          自動車改造施工業者の作成する見積書 

          対象者の自動車運転免許証 

          改造する自動車の自動車検査証 

          身体障害者手帳 

 

★ その他     所得制限があります。 
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地域生活支援事業

 
障害により日常生活に不便をきたす方に居住環境改善のサポートをします。 

 

★ 対象者    身体障害者手帳をお持ちの方で次の要件に該当する方 

・下肢、体幹障害３級以上の方 

・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 

（移動機能障害に限る）３級以上の方 

・視覚障害２級以上の方 

※特殊便器への交換は上肢障害２級以上の方に限ります。 

※介護保険法の住宅改修費支給に該当する方は支給できま 

せん。 

 

★ 対象工事 

手すりの取付け  床段差の解消  引き戸等への扉の取替え 

滑り防止及び移動の円滑化等のための床板変更    

洋式便器等への便器取替え  その他、付随する工事 

                                           

★ 利用者負担  住宅改修工事費の１割をお支払いいただきます。ただし、

工事費用が２０万円を超える場合は、２０万円を超えた額

も利用者負担となります。 

 

★ 手続き場所  幸田町役場 福祉課 ５番窓口 

 

★ 持ち物    申請書 

         印鑑（認印可） 

         工事の見積書 

         工事施工前・後の見取図 

         工事施工前の施工予定箇所の写真（２～３枚程度） 

         身体障害者手帳 

 

★ その他    工事の事前に申請が必要です。 前もってご相談ください。 

         申請は、お一人一回に限ります。 
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           有料道路の通行料を半額に減額します。 

 

 

★ 対象者 

身体障害者手帳および療育手帳をお持ちの方のうち 

・ 旅客鉄道株式会社運賃減額 第１種 と記載されている方 

・ 旅客鉄道株式会社運賃減額 第２種 と記載されている方 

 

※ 第２種は障害をお持ちの方、ご自身が運転されている場合のみ対象。 

 

 

★ 割引率      通行利用料の半額 （端数は切上げ） 

 

 

★ 手続き場所    幸田町役場 福祉課 ５番窓口 

 

 

★ 持ち物       ・ 身体障害者手帳 

           ・ 療育手帳 

           ・ 登録する自動車の自動車車検証 

※ 登録していただく自動車は自家用車に限ります。 

 

＜ＥＴＣを設置された自動車を登録される方＞ 

           上記の持ち物の他に次の物をご用意ください。 

           ・ ＥＴＣ車載器セットアップ申込書 

           ・ ＥＴＣカード （障害者の方本人名義のもの） 

 

★ その他      登録していただく自動車は障害者の方お一人につき一台です。 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                       発行  幸田町役場 福祉課 

                     


